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す。 

【表１】有線⼀般放送の放送法における登録と届出と⼿続不要の対応イメージ 

放送種類 

 

設備の規模 

テレビ 

（地上、衛星） 

ラジオ 

（共聴、告知） 

その他 

（データ放送） 

５０１以上 ○登録 ▲届出 ○登録 
５１〜５００ ▲届出 ▲届出 ▲届出 
１〜５０ ×不要 ×不要 ×不要 
※５０端⼦以下の規模であっても⾃主放送を⾏う場合には届出が必要。 

  同⼀の者が占有する⼀の構内のみの放送は届出不要などの適⽤除外の規定あり。 

（放送法施⾏規則第２１４条第４号によりホテル・病院・学校等が該当します。） 

 

４．⼩規模施設特定有線⼀般放送の概要 
⼩規模施設特定有線⼀般放送とは、有線⼀般放送のうち、 

①有線放送施設の設備の規模が５１端⼦以上５００端⼦以下のもの 

②基幹放送の同時再放送のみを⾏うもの 

③有料放送及び区域外再放送を⾏っていないもの 

④施設の設置場所及び業務区域が⼀の都道府県の区域内のもの 
の４つの要件を全て満たす有線⼀般放送のことです。 
①の設備の規模は、タップオフ(有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器などであって受信者端⼦に

最も近接するもの)の引込端⼦の数等によって決まります（別紙１）。 

【図２】引込端⼦イメージ図 

 

②の同時再放送とは、放送事業者のテレビジョン放送を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで同時に
再放送をする有線テレビジョン放送をいいます（放送法施⾏規則第２条第７号）。ラジオ放送やその他放送も同様
です。 

③の区域外再放送とは、ある県を放送対象地域とする放送局の放送を受信して、違う県内の世帯に再放送するこ
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２．届出の提出先 
放送に係る業務（ソフト関係）及び放送に係る設備（ハード関係）についての具体的な届出の提出先は、それ

ぞれ次のとおりです。 
【図４ 届出の提出先】 
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３．遵守事項等 

放送の業務（ソフト）関係については、⼩規模施設特定有線⼀般放送事業者に対して、放送法の規定により、
次の規律を遵守する必要があります。 

ア 再放送同意（放送法第１１条） 

放送事業者は、再放送しようとする放送を⾏っている放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、そ
の再放送をしてはなりません。（共同受信施設であってもＮＨＫ等の放送事業者から再放送同意を得る必要
があります。） 

イ 道路法の許可及びその他法令に基づく処分（有線電気通信設備の使⽤（放送法第１４５条）） 

有線電気通信設備を⽤いて⼀般放送の業務を⾏う者は、その設置に関し必要とされる道路法の許可その他
法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備⼜は所有者等の承諾を得ないで他⼈の⼟地
若しくは電柱その他⼯作物に設置されている有線電気通信設備を⽤いて⼀般放送をしてはなりません。 

 

４．業務開始時の提出書類 
⼩規模施設特定有線⼀般放送の業務を⾏おうとする者は、放送法第１３３条第１項の規定に基づき、当該業

務を⾏おうとする区域を管轄する都道府県知事への事前の届出が必要です。 
 届出には、放送の業務を⾏うこととなる業務区域を管轄する各都道府県庁に、次の書類を直接持ち込み⼜は郵送
等注 3 により、届出書を提出してください。写し証明印を求められる場合は、正本・副本の２部及び切⼿を貼付した返
送⽤の封筒を提出してください。代理⼈による届出の場合は、委任状（委任元が代理⼈に対して、届出⼿続きにつ
いて、代理⼈に代理権を授与する旨が確認できるものをいう。）をあわせて提出してください。 

なお、書⾯での提出の他、電磁媒体（電⼦的⽅法、磁気的⽅法その他の⼈の知覚によっては認識することができ
ない⽅法をいう。DVD-RW 等。）による様式の表部分の提出も可能です（平成 23 年総務省告⽰第 274 号）。 

提出する書⾯と⽅法について詳しくは各都道府県担当課までお問い合わせ下さい。 
注３）提出書類は信書となります。 

 

○⼩規模施設特定有線⼀般放送業務開始届出書【様式 1-1】（放送法施⾏規則別表第四⼗の⼆号） 

放送の業務を⾏おうとする者の⽒名、住所等、⼀般放送の種類、使⽤施設の概要、業務区域等を記載してく
ださい。 
 

「業務区域」の欄には「地図に記載のとおり。」と記載し、加⼊の申し込みがあった場合に遅滞なく受諾できる区域
並びに当該区域の存する都道府県名及び市町村名を記載した地図を添付して提出して下さい。 

「線路及び付近の道路、鉄道、軌道等の位置」の欄には「地図に記載のとおり。」と記載し、道路占⽤の許可そ
の他法令に基づく処分⼜は所有者等の承諾の事実を証する書⾯の写しを添付して提出して下さい。 

また、再放送同意の欄には、「有」と記載するとともに、併せて、同意書の写しを添付して下さい。 
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○添付書類 
(1）地図⼜はそれに類するもの等整備エリアの地図（業務区域を把握できるもの） 
(2）放送事業者の再放送同意書の写し 
(3）道路の占⽤の許可その他法令に基づく処分⼜は所有者等（⼟地、河川、電柱、⼯作物な 

ど）の承諾の事実を証する書⾯の写し 
(4）届出者が法⼈である場合は定款⼜は寄付⾏為、法⼈以外の団体である場合は、団体の規約 
(5) 代理⼈による届出の場合は委任状 

 

５．その他 
 ⼩規模施設特定有線⼀般放送事業者は、毎年６⽉末⽇までに、前年４⽉１⽇から当年３⽉３１⽇までの期
間中における受信契約者数を簡明に記載した記録を、管轄する都道府県に提出しなければならない場合があります。
詳細につきましては各都道府県にお問い合わせ願います。 
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４．放送に係る業務（ソフト関係）を⾏っていた法⼈の解散 

⼩規模施設特定有線⼀般放送事業者たる法⼈が解散する場合 

⼩規模施設特定有線⼀般放送事業者たる法⼈が合併以外の事由により解散した場合には、その清算⼈は遅
滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません（放送法第１３５条第２項）。 

届出は、【様式 1-5】⼩規模施設特定有線⼀般放送事業者たる法⼈の解散届出書（放送法施⾏規則別表
第４４の２号）を１部提出してください。 

 

５．放送に係る業務の廃⽌または解散の届出を⾏った際の注意点 
業務を廃⽌した場合は有線電気通信法の廃⽌届も必要となる場合があります。また、業務の廃⽌届を提出後

は、不要となる設備を速やかに撤去し、道路占有や電柱共架等の解約などの⼿続きを⾏い、必要に応じて管轄の
総合通信局へ有線電気通信法の廃⽌届の提出を⾏って下さい。 

有線電気通信法の⼿続きについて、ご不明な点がありましたら、管轄の総合通信局にお問い合わせ下さい。 
また、⾏政機関からの補助⾦を活⽤して整備した有線電気通信設備を変更⼜は廃⽌(撤去)する場合には、財

産処分の⼿続きが必要となりますので、補助⾦を受けた⾏政機関にお問い合わせ下さい。 
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別紙１ 

設備の規模 

設備の規模は、引込端⼦の数等によって決まります（引込端⼦の数が 50 以下であっても、設備の規模が 51 以上であ
れば放送法上の⼿続きが必要となります。）。 

基本的な引込端⼦の数え⽅や計算⽅法は次のとおりです。 
 
・引込端⼦の数え⽅ 

タップオフの引き込み可能な端⼦数が「引込端⼦の数」となります。 
そのため、住宅等に引き込まれていないダミー端⼦であっても引込端⼦として数えます。 

・集合住宅等に引き込みが⾏われている場合 
集合住宅等に引き込みが⾏われる場合、この建物を「群」と称し、各⼾数が「受信設備数」となります。 

また、建物の形態によって受信設備の数え⽅が異なります。 
 
1.マンション・集合住宅等 

マンションや集合住宅等の場合、⼊居可能な⼾数が「受信設備数」となります。 
この場合、⼊居されていない⼾数についても受信設備として数えます。 

2.ホテル・病院等 
その建物構内を同⼀⼈が占有している場合、同⼀構内とみなし、その建物の受信設備は「1」と数えます。 

 
設備の規模は、次の計算式によって算出された数値により決まります。 
【設備の規模】＝（引込端⼦数）－（群数）＋（受信設備数） 

＜算出例＞ 

 

上図のような共同受信設備の場合、次のように設備の規模を算出します。 
1.タップオフ A の引込端⼦数は「4」 
2.タップオフ B の引込端⼦数は「2」、群は「2」、受信設備数は「2」 
3.タップオフ C の引込端⼦数は「2」、群は「1」、受信設備数は「50」 
4.計算式に当てはめた場合、引込端⼦数「8」－群数「3」＋受信設備数「52」となり、設備の規模は「57」となります。 

 






